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かずさ水道広域連合企業団随意契約に伴う事前公募方式実施要領 

平成３１年４月１日 

告示第１７号 

 改正 令和３年４月１日告示第８号 

改正 令和３年１２月７日告示第４４号 

改正 令和６年３月１４日告示第９号 

改正 令和７年１２月１７日告示第４２号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、かずさ水道広域連合企業団（以下「広域連合企業団」という。）が随意契

約により発注を予定する案件において、事前に当該案件に係る業務の実施に必要な技術や経験

等の要件（以下「業務実施要件」という。）を公表し、当該業務を実施することができる者を

公募する方式（以下「事前公募方式」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事前公募方式の対象） 

第２条 事前公募方式の対象は、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条

の１３第１項第２号、第６号又は第７号に規定する随意契約によることができるものであって、

次に掲げる業務に係る契約とする。 

(1) 設計金額が４００万円を超える工事又は製造の請負 

(2) 設計金額が２００万円を超える調査、測量、設計等の業務 

(3) 設計金額（単価契約による場合にあっては、予定数量等により算出した概算金額）が２０

０万円を超える緑地管理、建物清掃、設備保守等の業務 

（事前公募方式の対象外とする契約） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる業務に係る契約については、事前公募方式の対象

外とする。 

(1) 契約の相手方が、法令又は官公庁との協定等により定められている業務 

(2) 他団体の業務と連携し一体的に実施される必要があるもので、主たる発注者が競争性のあ

る契約手続を実施している業務 

(3) 業務の特殊性から専門的な知識、技術等を要するもの又は他人の特許権、著作権その他の

権利の使用を要するもので事前公募方式に適さないと認められる業務 

(4) その他広域連合企業団の経営に関連するもので広域連合企業長が別に定める業務 
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（事前公募方式による契約依頼の手続） 

第４条 業務担当課長（第２条各号に掲げる業務等を担当する課等の長をいう。以下同じ。）は、

事前公募方式による契約依頼を行うときは、特命理由書、設計書、仕様書、見積依頼協議書等

の見積業者の調査結果に関する資料とともに、事前公募方式による契約依頼書（別記第１号様

式。以下「契約依頼書」という。）を経理課長に送付するものとする。 

（指名業者選定審査会による公募内容の審査） 

第５条 事前公募方式に係る案件の業務実施要件等については、かずさ水道広域連合企業団建設

工事等指名業者選定審査会（以下「審査会」という。）において審査する。この場合において、

経理課長は、前条の規定により送付された契約依頼書の写しを審査会に提出する。 

（事前公募方式の実施） 

第６条 事前公募方式を実施するときは、業務実施可能者の有無の確認について（別記第２号様

式）、業務実施可能申立書（別記第３号様式。以下「申立書」という。）、仕様書等を公表し

て行うものとする。 

２ 公表は、広域連合企業団の事務所の掲示場への掲示、広域連合企業団のホームページへの掲

載等公衆の見やすい方法で行うものとする。 

３ 公表期間は、原則として公表した日から７日間（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の

１月３日までの日をいい、同法に規定する休日を除く。）を除く。）とする。 

（業務実施要件の審査） 

第７条 経理課長は、事前公募方式の実施により、受注希望者がいる場合には、当該公募の実施

期間内に業務実施要件を満たしていることが確認できる書類を添付した申立書の提出を求める

ものとする。 

２ 経理課長は、申立書が提出されたときは、当該申立書を提出した者（以下「申立者」という。）

に係る業務実施要件の審査を業務担当課長に依頼するものとする。 

３ 業務担当課長は、経理課長から審査の依頼があったときは、申立書の添付書類に基づき、申

立者に係る業務実施要件の具備について審査するものとする。この場合において、当該添付書

類によって確認できない事項については、申立者に対し意見聴取等を実施できるものとする。 

４ 業務担当課長は、前項の審査が終了したときは、その結果を経理課長に報告するものとする。 

（審査結果の通知） 
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第８条 経理課長は、前条の規定による審査結果の報告を受けたときは、業務実施要件等確認通

知書（別記第４号様式。以下「通知書」という。）により、その結果を申立者に通知するもの

とする。 

（疑義等の取扱い） 

第９条 申立者は、通知書の内容に疑義等がある場合には、書面によりその  旨の申出をするこ

とができる。この場合において、経理課長は、業務担当課長と協議の上、疑義等に対する回答

をするものとする。 

（競争入札への移行） 

第１０条 第７条の規定による審査の結果、申立者に業務実施要件を具備することが確認された

場合には、競争入札による方法により、当該案件に係る契約の相手方を決定するものとする。 

（事前公募方式による契約締結結果の公表） 

第１１条 事前公募方式により随意契約を締結したときは、経理課において、次に掲げる内容を

記載した契約締結結果を公表するものとする。 

(1) 業務等の件名 

(2) 履行（施行）場所 

(3) 履行期限（工期） 

(4) 見積日 

(5) 随意契約の根拠条文 

(6) 契約金額 

(7) 契約者 

(8) 相手方の選定理由 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日告示第８号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年１２月７日告示第４４号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年３月１４日告示第９号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則（令和７年１２月１７日告示第４２号） 

この告示は、令和８年１月１日から施行する。 



5/8 

 



6/8 

 



7/8 

 



8/8 

 

 


